
世界で資源の獲得競争が激化する中、我が国では、国内で発生するリサイクル可能な資源の多くが海
外流出、焼却・埋立てされている現状があります。そこには、公正な競争環境が未整備である、リサイ
クル技術が未成熟である、資源循環ビジネスの事業性が未確立であるといった課題、ボトルネックが存
在します。出口戦略を見据えつつ、今こそ政策リソースを集中投下して循環経済への移行を加速し、我
が国の「勝ち筋」とすべきです。

我が国基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給するための「再生資源供給サプライチェーン
の強靱化」は、政府が進める危機管理投資、成長投資そのものであり、その実現が急務です。現状、欧
米に比べて、日本の静脈産業の企業規模は相対的に小さく、その成長のためには、原材料たる再生資源
の回収・分別の取組の強化や再生材使用製品の市場拡大も必要です。民間に予見性を示しつつ官民で投
資を大胆に進めること、併せて関連制度の見直し、社会構造の改革を進めることが、強く豊かな国づく
りに不可欠です。その際、俯瞰的なマクロアプローチ、緊要度・時間軸を意識したミクロアプローチの
両輪が重要です。世界情勢を踏まえつつ、スピード感や現場感を持ち、事業者にも寄り添いながら循環
経済を実現することが、日本経済復活への道です。

こうした観点に立って、2026年4月の循環経済に関する関係閣僚会議（第4回）の場において、「循
環経済行動計画」が取りまとめられました。重要鉱物、金属資源等のリサイクル、再生材の活用等を通
じた循環経済への移行は、もはや環境保全にとどまらない、経済安全保障のための喫緊の課題です。産
業競争力の確保を前提とした上で、迅速かつ有効な対策を講じていく必要があります。かかる認識の
下、本行動計画に沿って、事業者のみならず、地方公共団体や国民も巻き込み、点から線へ、更に面
的、立体的に、循環経済を国家戦略として取組を断行していくこととしています。

本章においては、循環経済行動計画の概略について紹介します。

	 第1節	 再生資源供給サプライチェーンの強靱
じん
化	

（重要鉱物、金属資源等）

資源循環を通じた我が国の自律性・不可欠性の向上に向けた取組として、重要鉱物や金属資源等につ
いて、いわゆる都市鉱山の有効活用や、高度な再資源化等の技術開発は、重要な要素です。このため、

「マクロアプローチ」と「ミクロアプローチ」を柱とする「メタルリサイクル推進戦略」を推進してい
きます。

マクロアプローチとしては、世界的な資源獲得競争の中でサプライチェーンを強靭
じん

化すべく、我が国
産業の国際競争力の確保を大前提として、今後、我が国として再生材確保に注力すべき重要鉱物、金属
資源等を抽出し、2030年までの再生材供給の目標（目指す姿、需要に占める再生材の割合等）を設定
し、戦略的に取り組みます。

また、鉄（グリーン鉄）、アルミ、銅、永久磁石等のベースメタル・重要物資については、我が国の
自律性・不可欠性向上の観点から重要であり、それぞれの具体的目標を以下のとおり設定します。それ
以外の重要鉱物等についても、再生材供給の拡大可能性に関する調査、推計を行います。

さらに、再生資源を使用し生産される製品の付加価値について、世界市場の獲得を見据えつつ、我が
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国が主体的に国際標準づくりに向けて取り組みます。
マクロアプローチとあわせて、都市鉱山等からの資源回収、再資源化等の強化についてなどミクロア

プローチの視点でも、可能なものから取組に着手します。その際、時間軸を意識し、不適正スクラップ
ヤード対策等の導入等といったような短期的対応に該当するもの、e-waste（電気・電子機器廃棄物）
等について同志国連携を強化し、解体・選別後のe-scrap（電子スクラップ）等を日本へ循環させる流
れを構築するといったような中長期的対応に該当するものを整理します。

（1）鉄（グリーン鉄）
我が国の鉄鋼業は、高強度・高加工性などユーザーの求める機能を実現する高級鋼材を中心に競争力

を有しており、製造業の国際競争力強化に貢献しています。グリーントランスフォーメーション（GX）
実現に向け、生産時のCO2を抑えたグリーン鉄の市場は2050年に約5億トンまで拡大するポテンシャ
ルがあり、欧州を中心に素材製造プロセスの脱炭素化要請が高まる中で、状況の変化に柔軟に対応しつ
つ、グリーン鉄の原料である高品位鉄スクラップに関する技術開発を促進するとともに必要な設備投資
を進め、世界に先駆けたグリーン鉄の国内生産・技術基盤を構築することが急務です。とりわけ、現在
国内で建設中の革新的大型電炉に高品位鉄スクラップを投入することで高品質鋼材を生産可能となりま
す。大量の高品位鉄スクラップが新たに必要となるため、低品位鉄スクラップを選別処理して高品位鉄
スクラップに転換する能力の確保が戦略的に重要です。あわせて、環境対策にコストをかけずに高値で
資源を買い集め、公正な競争環境を阻害している不適正スクラップヤード対策、不適正輸出への対策も
重要です。

［目標］2030年時点で、鉄スクラップを高品位化する処理能力約200万トン/年を目安とし、追加的に
国内で確保します。

（2）アルミ
軽量・易加工性を活かし、自動車や建材等に幅広く利用されています。我が国は、原料となる新地金

を100％海外からの輸入に依存しており、輸入依存度の低減やCO2排出量の削減を期待できるリサイ
クルの推進が重要です。鋳造品用合金には再生アルミ原料が多く用いられていますが、今後は、再生ア
ルミ原料の使用が困難とされるアルミ展伸材（板・棒製品）についても再生アルミの利用率を高めるこ
とが重要であり、そのためには、合金種ごとの選別や不純物の除去に関する技術開発が求められます。

［目標］2030年時点で、再生アルミ原料の使用が一般に難しいとされるアルミ展伸材について、国内
生産量の約4割を目安とし再生アルミ原料由来とします。

（3）銅
電気分解により製造される純度の高い銅地金（電解銅）は、電気自動車やAI関連分野、データセン

ターの拡大により将来的な需要の増加が見込まれており、デジタルトランスフォーメーション（DX）
やGXを支える基盤素材として重要性が高まっています。原料となる銅精鉱を100％海外から輸入して
いる我が国においては、輸入依存度の低減や製錬事業の基盤強化に向けて、鉱山権益の確保に加え、
e-scrapや銅スクラップ等の銅を含む再生資源の処理量を増やすための技術基盤の確立や国内外からの
e-scrapや銅スクラップの調達拡大が急務です。また、e-scrapや銅スクラップを処理するに当たって
は、そもそも銅製錬事業の維持・強化が不可欠であるところ、近年、不公正な政策や慣行を受け、銅製
錬委託費が極めて低水準となり、世界各地で銅製錬事業の撤退や生産縮小の動きが見られます。このた
め、国際連携による適正な銅製錬委託費の実現により、持続可能な銅製錬事業の実現にも取り組む必要
があります。

［目標］2030年時点で、国内で生産される銅（電解銅）の約3割を、e-scrapや銅スクラップ等の再生
資源由来とします。
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（4）永久磁石
レアアースを用いた永久磁石は、自動車や産業機械等の基幹産業の生産活動に不可欠です。我が国は

高性能磁石の製造技術で優位性を持つ一方、原材料である重要鉱物を特定国に大きく依存しています。
電動車の普及等に伴い、永久磁石の世界需要の増加が見込まれ、生産能力確保が課題となっています。
特定国の輸出管理強化で供給が不安定となる中、リサイクルによって原材料の国内自給率を高めること
によって、自律性・不可欠性を高めることが急務です。

［目標］2030年時点で、国内で供給される永久磁石の原材料の約3割をリサイクルによって賄います。

	 1	 再資源化拠点等の構築・ネットワーク形成

再生資源供給サプライチェーンの強靱化に当たっては、使用済製品等の収集、分別、保管、素材ごと
の選別、前処理、高品質化といった製造業の原料製造プロセスを担う、静脈側（資源循環産業）への投
資が重要です。一方で、我が国の資源循環産業は、地域ごとに小規模分散化しており、高度リサイクル
への投資も進んでいません。そのため、再生材の供給において、製造業と長期・大口契約を結べるよう
な、競争力のある事業者が少なく、製造業が使いこなせる、質・量・コストを満たした再生材を製造で
きる事業者が育っていません。また、高度リサイクルを可能とする設備投資について、計画段階では製
造業からの調達が確約されるケースは少なく、投資回収までのリードタイムも長いため、民間金融機関
の融資が受けにくい状況にあります。再生材の原料となる循環資源について、経済合理性により、リサ
イクルよりも海外へ流出、焼却・埋立されるケースも存在します。こうした課題に対応するため、再生
資源供給サプライチェーンの強靱化、重要鉱物、金属資源等の再生材確保に向け、投資促進のための多
角的な経済的支援スキーム（予算・金銭面等）の構築について制度的措置を含め講じ、初期投資への支
援と、脱炭素化支援機構（JICN）等の官民ファンドの活用、中小企業支援も含めた、効果的な融資や
リスクマネー供給等を実施・検討します。こうした経済的支援スキームによる支援等により、民間の投
資を国として大胆に後押しすることを含め、2030年までに官民で約1兆円の投資を目指します。

	 2	 動静脈連携（製造業と資源循環産業）による産業競争力強化

2025年11月に全面施行された資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令
和6年法律第41号）に基づく3種類の大臣認定制度は、周辺生活環境保全を前提に、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）に基づく許可手続き
等を不要とする特例制度を有しています。これにより、製造業と資源循環産業とが連携して実施する高
度な再資源化事業等の創出を進めます。廃棄物処理事業者等への全国説明会の実施、意見交換等を重ね
ることで、本認定制度の周知・機運醸成を図るとともに、高度な再資源化事業を検討する事業者への技
術的・財政的な後押し施策を通じ、3年で100件以上の事業認定を目指します。

再生プラスチック等の需要拡大に向けた支援事業・ルール整備としては、例えば、容器包装を由来と
した高品質な再生プラスチック供給に向けた動静脈連携取組等を促進します。再生プラスチック分野に
ついては、各国の施策強化の影響を受け、国際的な競争が激化する一方、国内では、技術課題や経済合
理性等の課題に直面しています。マテリアルリサイクルにおける高品質製品製造やケミカルリサイクル
における食品用途も見据えた石油由来プラスチックと同等品質の製品製造に向けた技術開発や投資支援
等が必要です。また、ユーザーである製造業では石油由来プラスチックに比べ現状高価な再生プラス
チックの積極的使用に向け支援も必要となります。そのため、早急に需要と供給の両面で、プラスチッ
ク製容器包装等を由来として供給される再生プラスチックの資源循環の仕組みを確立すべく、集中的な
支援・実証を行うとともに、関連法令との整合性を取りながら、必要な制度的措置を検討することとし
ています。

自動車等向け再生プラスチック市場の構築に向けては、自動車等ものづくり産業向けに安定した量と
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質の再生プラスチック（再プラ）を供給する再プラ集約拠点の構築のため、ビジネスモデルの検討、集
約拠点に必要となる技術の体系化・実証、及び設備導入支援を行います。また、自動車等ものづくり産
業における再プラ利用促進のため、需要喚起策と認証スキームの在り方を検討し、運用を見据えた実証
等を行います。

	 3	 循環資源の海外流出の抑制

スクラップヤードにおける雑品スクラップ等の不適正な処理に起因する生活環境保全上の支障に対し、
条例の創設により対応している自治体もありますが、事業場を移転し規制から逃れる事業者の存在も聞
いており、全国的な問題に波及するおそれがあります。このことから、100以上の都道府県等が国レベ
ルの法制度による規制を望んでおり、法制度による不適正スクラップヤード対策が急務となっています。
あわせて、使用済鉛蓄電池については、鉛くずの輸出増加や不適正輸出事例の発生を踏まえ、国内及び
輸出先における生活環境保全上の支障の発生を防止するため、適正処理の確保と不適正輸出防止のため
の実効性のある法的措置を早期に一体的に講ずる必要があります（表4-1-1、写真4-1-1）。

	 表4-1-1	 事業場の分類ごとの生活環境保全上の支障の発生件数（2025年9月末時点）

事業場の分類

支障の種類

計 事業場数火災
土壌・地
下水汚染

飛散・流
出

騒音・振
動 悪臭 水質汚濁 崩落 その他

LiB

スクラップヤード 35 6 12 44 103 24 30 8 19 275 4,625
金属スクラップ 7 1 3 15 45 6 4 3 7 90 1,978
雑品スクラップ 21 4 2 9 31 8 6 2 8 87 1,204
プラスチック 1 0 0 8 7 6 2 3 2 29 415
その他 6 1 7 12 20 4 18 0 2 69 1,028

資料：環境省

	写真4-1-1	 石原宏高環境大臣によるスクラップヤー
ド事業者への視察の様子

資料：環境省
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環境省においては、こうした観点から、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会での
審議も踏まえ、廃棄物処理法等の制度改正について検討を進めました（図4-1-1）。

	 図4-1-1	 制度改正の方向性

措置事項現状・課題

（廃棄物処理法等※の改正）

＜スクラップヤードへの規制強化＞＜スクラップヤードへの規制強化＞

•金属、プラスチック等の再生又は保管を行うス
クラップヤードの一部において騒音、悪臭、水
質・土壌汚染、火災等が問題。

•不適正なスクラップヤードを経由した金属資源
等の海外流出も指摘されている。

•再生又は保管を行う事業に関し、許可制を導入。
•対象物品に応じた再生、保管の方法の基準を設ける。
基準違反には、改善命令、措置命令、罰則を適用。

•環境汚染のおそれのある物品の輸出の際の環境大臣の
確認の仕組みの創設。自治体へのアンケートにより全国で4000件超の事業場を確認。

写真は不適正なスクラップヤードの例。 ※各種リサイクル法等上の認定事業者を許可みなしとするため
のこれらの法の改正を行う

＜施行期日＞
公布の日から2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日

資料：環境省

このほか、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成4年法律第108号。以下「バーゼ
ル法」という。）において規制対象物である金属資源を含む雑品スクラップ等の一部が手続を経ないま
ま輸出されようとした不法事案が、税関の開披検査によって発覚しており、加えて、発覚した案件は氷
山の一角であるとの指摘もされていることも踏まえ、金属資源の不法な国外流出を防止し、国内資源循
環を促進するため、関係機関と連携した対策を講じます。具体的には、再生資源の不適正な輸出の傾向
分析、金属資源を含むスクラップを中心にバーゼル法における対象物の範囲と該否判断基準の明確化、
不適正な輸出に対する水際対策の強化等に取り組みます。さらに、諸外国が講じている循環資源の海外
流出抑制策も参照しながら、更なる措置の検討を行います。

	 4	 一般消費者等の再生材の受容性向上と需要拡大に向けた環境整備

環境負荷の低減に資する物品等の国等の公的部門による調達等の推進を通じて、環境物品等への需要
の転換を促進するため、2000年に国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法
律第100号。以下「グリーン購入法」という。）が制定されました。

2030年度までにグリーン購入法基本方針に位置付けられる全ての特定調達品目に原則として再生プ
ラスチック利用率等の循環性基準を導入します（2024年度から取組を開始）。また、2025年6月に改
正した資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）における認定製品等の取扱いに
ついて2026年度に検討を行います。また、調達者の選択容易性の観点から、エコマーク等の第三者機
関による環境ラベルを活用します。グリーン購入法で循環性の高い製品やサービスを適切に評価し、エ
コマーク等の第三者機関による環境ラベルの更なる普及啓発を図ることにより、地方公共団体や民間部
門を含めた需要拡大につなげます。

	 5	 社会的課題への対応

（1）太陽光パネルの廃棄の抑制・リサイクルの推進
使用済太陽光パネルは、現行の廃棄物処理法に基づき適正処理が義務付けられており、再生可能エネ
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ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平
成23年法律第108号）に基づくFIT/FIP制度に
おける事業用太陽光発電設備（10kW以上）に
は、廃棄等費用の積立制度が措置されています。

一方、2030年代後半以降、太陽光パネルの排
出量が顕著に増加し、年間最大50万トン程度と
なり、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処
理全体に支障が生ずるおそれがあることから、廃
棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を
図るため、廃棄の抑制及びリサイクルの推進を図
ることが重要です（図4-1-2）。

太陽光パネルの廃棄の抑制を図るためには、環
境に配慮した設計がされた太陽光パネルの使用
や、リユース等を推進することが重要です。

また、太陽光パネルのリサイクルについては、
①現時点では埋立処分費用とリサイクル費用との
差額が大きいこと、②全国的な処理体制が構築途
上であることが課題です。このため、予算措置等
も活用し、これらの課題への対応を図りながら、
まずは費用効率的にリサイクルが実施可能な多量
に廃棄をしようとする太陽光発電事業者等からリ
サイクルの規制を段階的に強化し、将来の大量廃
棄時までに、住宅用を含めた幅広い太陽光パネル
が経済合理的にリサイクルできる環境整備が重要です（写真4-1-2）。

環境省及び経済産業省においては、こうした観点から、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設
備リサイクル制度小委員会と産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光
発電設備リサイクルワーキンググループの合同会議での審議も踏まえ、新たな法制度案の検討を進めま
した（図4-1-3）。

	 図4-1-3	 太陽光パネルのリサイクルに関する新たな法制度案

太陽光パネル
リサイクル設備

（出典）エヌ・ピー・シーWebサイト

①国による基本方針の策定
●各主体の役割、リサイクル目標、施設整備の促進、費用低減・技術開発等の施策の方向性の明示
②多量の事業用太陽電池の廃棄をしようとする者（太陽光発電事業者等）への規制
●国が定める判断基準（段階的に強化）に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け（指導・助言、勧告・命令）

●多量事業用太陽電池廃棄実施計画の事前届出義務
③費用効率的なリサイクルを促進するためのリサイクル事業者への措置
●費用効率的なリサイクル事業の計画を国が認定し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする特例措置、保管基準の特例措置等
●技術開発・施設整備等の財政上の措置
　　　※リサイクル設備の開発・導入、再生材の価値向上に資する技術実証、保管施設の活用実証・導入等を想定
④製造・輸入業者及び販売業者に対する措置
●環境配慮設計の実施等の措置
●含有物質に関する情報提供等の措置
⑤制度の見直しに向けた検討規定（附則）
●最終処分場の残余年数、リサイクル費用の状況等を勘案して、太陽光パネルの幅広い廃棄に関係する者を対象とした義務付けを検討し、
制度を見直し

※指導・助言は全ての事業用太陽電池の廃棄をしようとする者が対象
※廃棄の抑制のための措置についても判断基準を策定（指導・助言）

太陽光パネルのリサイクルに関する新たな法制度案

資料：環境省

	写真4-1-2	 石原宏高環境大臣、辻清人環境副大臣、
友納理緒環境大臣政務官による使用済太
陽光パネルリサイクル施設への視察の様子

資料：環境省

	 図4-1-2	 太陽光パネルの排出量予測
（万トン）
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資料：環境省
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（2）リチウムイオン電池総合対策パッケージに基づく、分別回収の徹底や再資源化の促進
リチウムイオン電池に起因する火災事故も増加の一途を辿っています。こうした問題も含め議論を行

うため、2025年10月に「リチウムイオン電池総合対策関係省庁連絡会議」（消費者庁、総務省消防庁、
経済産業省、国土交通省、環境省）が設置されました。政府では、当該連絡会議が同年12月に決定し
た「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」に基づき、取組が進められています。本パッケージは、
リチウムイオン電池に起因する火災の防止やリサイクルの促進のため、国民や事業者の皆様に協力をお
願いするものです。製造から廃棄・処理にいたる各段階で、関係省庁が必要な取組を総動員していきま
す。

環境省の新たな取組としては、他のごみへの混入を防止するための廃棄物処理法に基づく制度的対応、
民間の廃棄物処理施設において、処理工程に混入したリチウムイオン電池を検知する設備等の導入支援
等が盛り込まれています。また、リチウムイオン電池を扱う際に国民や事業者の皆様に心がけていただ
きたい行動を「3つのC」として、継続的に発信しています。1つ目は「賢く選ぶ（Cool choice）」、
2つ目は「丁寧に使う（Careful use）」、3つ目は「正しく捨てる、そして資源循環（Correct disposal 
with better recycling）」です。2030年までに、リチウムイオン電池に起因する重大火災事故ゼロを
目指して、取組を進めます（図4-1-4）。

	 図4-1-4	 リチウムイオン電池の取り扱いに関するワンボイスでの呼びかけ

リチウムイオン電池の取り扱いに関するワンボイスでの呼びかけ

リチウムイオン電池を取り扱う全ての国民・事業者

リチウムイオン電池の「３つのC」

賢く選ぶ

Cool choice
丁寧に使う

正しく捨てる

そして資源循環
Correct disposal with 

better recycling
Careful use

□国民・事業者に対する啓発として、関係省庁で連携し、ワンボイスでの呼びかけを実施する。
＜呼びかけのイメージ＞

＜ワンボイスでの呼びかけ＞

メーカー・業界団体
輸入販売事業者

消費者庁 消防庁 経済産業省 国土交通省 環境省

鉄軌道事業者・団体
航空関係団体 廃棄物団体地方公共団体

消費者行政・消防・商工・運輸・廃棄物

①購入前に、販売事業者の連絡先や製品情報、
リコール情報を確認する

②PSEマークやリサイクルマークが表示され
ているか確認する

③非純正品については取り付けようとしてい
る製品のホームページに注意喚起が掲載さ
れていないか確認する

④購入時に廃棄の方法を確認する

①強い衝撃や圧力を加えない
②高温になる場所では使用・保管しない
③安全な場所で、目の届くところで充電する
④異常を感じたら使用を中止する
⑤発火した時はまず安全を確保し、消火器や

大量の水で消火する
⑥リコール情報を確認する
⑦公共交通機関では、持ち込みルールを守る

とともに、留意事項を確認する

①リチウムイオン電池使用の有無を確認する
②廃棄する前には電池を使い切る
③廃棄方法（メーカー回収や地方公共団体の

回収区分）を確認する
④リサイクルされる廃棄方法を選択する

資料：環境省
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	 第2節	 日本をハブとする国際資源循環ネットワークの構築

重要鉱物等の安定的確保に向けて、二国間、多国間の枠組みで同志国による国際連携（日米、G7、
クアッド、日ASEAN等）が進められており、その中で、一次資源の開発や代替供給源の確保のみなら
ず、レアメタル等の回収・リサイクルによる二次資源の確保が位置付けられ、また議論されています。
こうした枠組みを活用し、我が国の製錬技術等の優位性を活かした国際的な資源循環ネットワークの構
築を目指します。また、同志国と連携し、リスクファイナンスの供給による民間投資の促進等も進めつ
つ、具体的なプロジェクト形成を推進します。

重要鉱物等の金属資源を含む廃電子基板や廃蓄電池等（e-waste等）について同志国内で可能な限り
循環させる流れを構築し、国内の環境上・技術上優位性のある製錬施設等でリサイクルすることでより
e-wasteから得られる付加価値を高め、バリューチェーンで再利用する、日本をハブとした国際金属資
源循環の構築に向け取り組みます。ASEANでは、e-wasteについて5か年の実施計画を策定している
5か国（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）については、リサイクル体制の整
備に向けた協力を着実に実施すべく、各種法制度整備や執行体制の強化等を支援、パイロットプロジェ
クトの実施等を通じた民間企業の連携促進等を行います。その際、米国など他の同志国との連携による
フィージビリティ向上も図ります。また、e-waste等の大量発生が見込まれるインドについても連携を
目指します。そして廃自動車・EVバッテリーについては、経済安全保障に重要な金属資源の回収によ
る資源確保に向けて、実態調査等を実施します。

特定有害廃棄物等の輸出入に際し「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバー
ゼル条約」に基づき義務となっている事前通告・同意回答手続き（PIC手続）について、まずは米国の
電子化手続きと適合するシステムの開発を2027年度末までに完了し、2028年度から電子化を実現し
ていきます。これにより、現在1件当たり数か月程度時間を要している手続きを1か月程度に短縮する
ことを目指します。2028年度以降、他の同志国とのシステム連携も実現できるよう協議を進めます。
さらに、同志国内で二次資源の安定供給を確保し資源循環を促進するため、既存の同志国での連携の枠
組みを活用し、同志国間での輸出入手続を更に合理化する取組を推進します。

	 第3節	 地域循環資源の徹底活用による地域活性化、	
資源循環分野の国際ルール形成、国民運動

循環経済の実現に向けては、国、地方公共団体、産業界、学界等のプレイヤーがそれぞれの役割を果
たしながら連携を深めることが重要です。「循環経済パートナーシップ（J4CE）」、「サーキュラーパー
トナーズ（CPs）」、「資源循環自治体フォーラム」等を活用し、循環経済の実現に向けた国、地方公共
団体、産業界、学界の連携、異業種・動静脈連携、スタートアップの活躍を更に強化するとともに、人
材育成や、地域ビジネスの創出等地域での取組、意欲的な地方公共団体の取組を推進します。

循環性に関する企業パフォーマンスの測定・開示フレームワークやセクター共通の循環性指標を含む枠
組みとして2025年11月に国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）で公表された「グロー
バル循環プロトコル（GCP）ver1.0」について、企業による実践を支援しながら日本企業の意向を反映し
つつ継続的改善に貢献するとともに、2026年度に投融資ガイダンスを策定し、情報開示を促進します。

再生材、リユース・リサイクル品の需要創出を含め、循環経済の実現には国民・消費者の理解と行動
が不可欠であることから、各省で連携しつつ、2027年3月から開催されるGREEN×EXPO 2027（２
０２７年国際園芸博覧会）において我が国のリサイクル技術や取組を実装するほか、循環経済に関する
情報発信の場として活用し、社会的機運の醸成に取り組みます。
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